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東京一極集中是正と人づくりの推進に向けて 

～地方が自ら輝き続けるために～ 
 

我が国では、本格的な人口減少社会に突入し、特に地方においては、出生数

の減少に加え、若年層を中心とする人口流出によって、人口減少が急速に進行

している中で、我が国の持続的な発展と競争力の強化のためには、「東京一極

集中の是正」という日本全体の構造的な課題解決や、人材への投資による人づ

くりを進め、一人ひとりが「輝く」地域社会を創造していかなくてはならない。 

過度な東京一極集中は、単に地方の人口減少の問題というだけではなく、東

京を中心とした経済成長の限界を生じさせるとともに、日本が持続的に発展

していくために必要な「新たな価値の創造（イノベーション）」を阻害してお

り、日本全体の社会経済が、活力と競争力を維持していくためにも、必ず是正

しなければならない問題である。 

このような中、国は、第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき

取組を進めてきたが、東京圏への転入超過数は、2019年には約 15万人と取組

開始前の 2013年と比較して 1.5倍に拡大しており、第１期の検証においても、

「施策効果が十分に発現するまでには至っていない」と評価されている。 

こうした状況を踏まえ、第２期総合戦略では、「関係人口」の創出・拡大と

いった新たな取組を盛り込み、「2024年度に地方と東京圏との転入・転出を均

衡させる」という目標を堅持して、政府関係機関・研究機関の地方移転や企業

の地方拠点強化などによる地方への移住・定着の推進取り組んできた。 

また、人づくりを進める上では、特に、乳幼児期における教育・保育の質的

向上と量的拡大や、子どもの現在及び将来が生まれ育った環境によって左右

されることのないよう支援策を一層強化・充実していく必要があるとともに、

男女ともに働きやすく、多様な人材がその個性と能力を発揮できる環境づく

りを進め、すべての人が仕事に生きがいを持ち、暮らしを楽しむことができる

社会を創出していかなくてはならない。 

こうした状況の中、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした、地方へ

の企業機能の分散、テレワーク導入の加速等、国民の生活様式・労働環境に対

する意識は大きく変化している。 

国においても、地方からデジタルの実装を進め、地方と都市の差を縮めるこ

とで地方の活性化を目指す「デジタル田園都市国家構想」が示されるとともに、

この実現に向けた「デジタル田園都市国家構想総合戦略」が策定されたところ

であり、この機会を捉えて、地方分散の流れを確実なものとし、「転職なき移

住の推進」など、地方への人材の還流を一気に進めていくべきである。 
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コロナ禍において縮小していた東京圏への人口の転入超過は、再び拡大し

つつあり、中国地方知事会としても国と一丸となり、地方への呼び込みを積極

的に進めていくとともに、地域活性化の促進や防災リスクの低減に繋がる一

極集中の是正が反転することのないよう、国において積極的な取組の展開を

求める。 

 

 

１ 過度な東京一極集中を是正するために 

 

（１）企業の地方分散 

企業の地方移転促進実現のため、企業等の地方移転に向けた具体的な

ＫＰＩを設定するなど適切に進捗管理を行い、効果が発現していない施

策については迅速に見直すなどの措置を講ずるとともに、 

・集中移転期間を設定の上、東京圏から地方へ本社機能を移転した企業 

に対する国独自の移転促進交付金制度を創設すること。 

・地方への本社機能移転をより一層促進するため、地方拠点強化税制の 

更なる拡充を図るとともに、大都市と地方の法人税に差を設けるなど

思い切った税制措置を講ずること。 

・東京圏から地方へ移転する企業の不動産譲渡益及び企業立地補助金の

益金不算入制度を創設すること。 

・企業のみではなく、移転を共にする従業員に対しての移住支援制度を 

創設すること。 

・東京圏の人材を地方に呼び込むため、地方におけるサテライトオフィ 

スをはじめとしたビジネス拠点の整備を支援すること。 

・そのほか、地方移転のインセンティブが働くよう、大胆かつ積極的な 

取組を立案し、東京一極集中の解消に効果的な対策を講ずること。 

 

（２）大学の「東京一極集中」の是正と実現 

   大学への進学や就職をきっかけとした若者の人口流出に歯止めをかけ

るため、 

・地方大学の振興や若者の雇用創出につながる地方の取組に対する支援

を充実すること。 

・大都市に集中している大学・研究施設の地方移転を重点的に進める  

こと。 

・企業と大学等の壁を越えて、卓越した人材が活躍できるクロスアポイ 
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ントメント制度や教員へのインセンティブ制度の導入によって産学連

携を推進し、地方大学の魅力向上を推進すること。 

「特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令」の一部改正に伴い、

デジタル人材育成に係る東京 23区定員増加抑制の例外措置が講ぜられる

こととなったが、その運用にあたっては、 

・地方大学において確実にデジタル人材を育成する施策を展開すること。 

・地方での定員増でもなお不足する範囲内での定員増であることを十分

に確認すること。 

・関係省庁が連携して、育成されたデジタル人材が確実に地方に還流され

るよう戦略的な誘導策や、各地域に就職先となる産業を育成・確保する

取組への大胆な支援策を講じること。 

・地方における情報系教員の確保のための施策を実効性あるものとする

こと。 

 

（３）「地方」への移住・定住、「関係人口」の創出・拡大 

   過度な東京一極集中の是正を図り、「関係人口」の創出・拡大や地方へ

の移住・定住を進めるため、 

・東京圏から地方への具体的な移住促進計画等を国が自ら率先して策定

し、着実に実行するよう取り組むこと。 

・地方で暮らすことに対する若者の意識改革に向け、高校生の地域留学 

の取組の推進など、若者が地方生活を体験する取組を進めること。 

・マスメディアやソーシャルメディア等の活用により、地方志向へと価 

値観を大転換するような気運醸成を積極的に進めること。 

・「新たな日常」に適応できる働き方・ライフスタイルの拡がりにより、

適切な分散と適切な集中を実現する「適散・適集社会」の構築につなげ

るため、地方移住等を伴う遠隔勤務（転職なき移住）を含む場所や時間

にとらわれないテレワークやワーケーションなどの働き方を、都市部

と地方とのマッチングや税制優遇等の財政支援の拡充、企業経営者や

労働者に対する機運醸成等により推進すること。 

 

（４）新しいビジネス様式に向けた環境整備 

ギグエコノミーや店舗のバーチャル化などの地理的制約を超えた新し

いビジネス様式に対応するため、働き手の能力やスキルの向上支援など

とともに、働き手と企業が対等に安心して仕事を進めていく上での環境

を整備するために、これらに適応した契約や労働に係る法制度及び社会
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保障制度の在り方を検討すること。 

 

（５）地方分権改革の推進 

地方分権一括法の成立から 20年を超えるこれまでの取組により、地方

分権改革は着実に進展してきたが、未だ残された課題も多く、真の地方創

生に向けて、地方が創意工夫しながら自らの発想で独自の施策が講じら

れるよう、 

・憲法改正に向けた議論を行う場合には、地方分権改革の実現を見据え

た議論を行うこと。 

・国の事務を、国家としての存立に関する役割などに限定した形で国と

地方の役割分担を抜本的に見直し、権限の移譲や地方自治の基盤たる

地方税財源の充実、税源の偏在是正をさらに推し進めること。 

・地域の実情に合った施策の実施が可能となるよう、「従うべき基準」を

はじめとする義務付け・枠付けの緩和、法令の統廃合や簡素化などに

より過剰過密な法令を見直し、自治立法権の拡充・強化を図ること。 

・法令等に基づく計画策定事務については、「経済財政運営と改革の基

本方針 2022」において示された原則を踏まえ、計画等の策定を求める

法令の規定や通知等は原則として新たに設けないこととし、引き続き

制度的な課題として、計画策定等を規定する法令等の見直しや、内容

の重複や必要性の低下が見られる計画の統廃合などの見直しを行う

こと。さらに、内閣府が策定した「効率的・効果的な計画行政に向け

たナビゲーション・ガイド」に従って、国の地方公共団体に対する新

たな計画策定等を可能な限り抑制するとともに、計画等の内容及び手

続については、地方の自主性に委ねること。 

・国と地方のパートナーシップを強化するとともに、互いに協力して 

政策課題に対応していく観点から、協議の質を充実させるため、「国と

地方の協議の場」に分野別の分科会を設置するなど、立法プロセスや

国の政策決定に地方の意見を反映する仕組みを強化すること。 

・国から地方への権限移譲や地方に対する義務付け・枠付けの見直し 

について、全国一律による対応を基本としつつ、「ハローワーク特区」

のように実証実験的な権限移譲等を認めることとし、例えば広域連合

の活用など、「地方分権改革特区」の導入を大胆に推進すること。 

・旅券事務について、令和５年３月から開始された電子申請とこれに伴

い、順次、導入が進められている、クレジットカードによる手数料の

納付について、各県では、住民に身近な市町村窓口で申請・交付がで
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きるよう権限移譲を進めてきたところであり、その機器整備にあたっ

ては、地方に負担が生じないよう必要な財源措置を行うこと。また、

今後予定されている次世代旅券の国立印刷局での集中作成では、早期

発給等の都道府県独自の取組が、引続き可能となるよう対応するとと

もに、戸籍情報の連携については、旅券窓口の事務負担の軽減が図れ

るよう、国において都道府県の事務の実態や意見を十分に把握しなが

ら進めること。 

 

（６）全国統一の人口移動統計調査の実現に向けた取組 

首都圏への人口集中や地方創生の課題解決のためには、全国的な人口

の移動理由についての分析が不可欠であるが、現在、それを悉皆で把握す

るための全国統一的な調査が行われていない。 

   全国的な人口の移動理由について分析するため、住民基本台帳法上の

「転入届」や「転出届」の届出に合わせて、「移動理由」や「UIターンの

状況」を把握できるようにするなど、全国統一的な調査を実施すること。 

 

（７）訪日外国人旅行者の受入促進 

訪日外国人旅行者を全国各地に誘導できるよう、 

・空港ビル内等の事務所の賃借料や着陸料、グランドハンドリング（航空

機地上支援業務）費用等への補助など、地方空港における国際定期路線

の運休・減便の状況に鑑み、路線の維持・回復に必要な支援を引き続き

行うこと。 

・国際線の受入再開に伴い喫緊の課題となっているグランドハンドリン

グや保安検査の人材不足に対応するため、航空・空港人材確保等に向け

た積極的な支援を行うこと。 

・国際観光旅客税について、自由度の高い財源としてＤＭＯ（観光地域 

づくり法人）を含む地方の観光振興施策に充当できるよう、その仕組み

の検討を早期に進め、税収の一定割合を地方に配分すること。 

・「広域連携ＤＭＯ」が、将来にわたり安定的かつ継続的な運営を行って

いくことができるよう、現行制度に加え、地域再生エリアマネジメント

負担金制度において、観光地経営の権限と財源を確保できるよう制度

を改正すること。 

 

 

２ 人づくりを推進するために 
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（１）子育て支援等の充実 

不妊症・不育症における保険適用となる検査・治療の範囲の拡大や幼児

教育・保育の完全無償化など、ライフステージを通じた子育てに係る経済

的支援や子ども・子育て世帯を対象とするサービスの更なる拡充を行う

とともに、産後ケア事業における受け皿拡大や提供サービスの充実など、

地域の実情に応じてきめ細かにサービスを提供している地方自治体の創

意工夫が活かせるよう、技術的、財政的支援を行うこと。 

 

（２）地方の教育の魅力向上・充実 

① 乳幼児教育・保育段階 

    乳幼児期は、生涯にわたる人格形成や小学校以降の教育の基盤を培

う重要な時期であり、乳幼児期における語彙数や幼児期に身に付けた

非認知的能力が、その後の学力や生活に大きな影響を与えるという研

究成果等もあることを踏まえ、 

   ・乳幼児期の教育・保育の質を確保するため、教員・保育士等の資質  

や能力を向上させる研修機会の充実等に対する支援策を講ずるとと

もに、教育・保育現場の実態に即した、効率的かつ効果的な仕組みに

よる処遇改善を実施すること。 

・子どもとの関わり方についての助言など家庭教育への支援を充実す

ること。 

 

② 初等中等教育段階 

次代を担うすべての子どもたちが、生まれ育った環境によって左右

されることなく、健やかに育ち、夢や希望、高い倫理観や豊かな人間性

を持ち、意欲にあふれ自立した若者へと成長し、誰もが充実した生活を

送ることができるようにするため、 

・生活困窮家庭やひとり親の子どもに対する適切な学習支援など放課

後等における学習の場の充実や地域と学校との連携・協働の強化を

図ること。 

・高等学校の再編統合等が進む中において、子どもたちが個人の能力・

適性等に対応した高等学校を選択できるよう、遠距離通学する生徒

に対して支援を行うこと。 

 

③ 少人数学級の拡充に伴う加配定数の維持・拡充 
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令和３年４月１日付けで義務教育標準法が改正され、小学校につい

ては、令和３年度から５年をかけた学年進行で 35人以下学級を実現す

るための教職員定数が改善されることとなったが、それに伴い、年次進

行で加配定数の削減が懸念されることから、35人以下学級の実現後も、

様々な教育課題に対応する加配定数が維持・拡充されるよう定数措置

を行うこと。あわせて、空き教室の活用等に必要な改修や設備・備品に

ついて財政支援を行うこと。 

 

（３）ジェンダー平等な社会づくりの推進 

女性の活躍には、男性の育児・家事参画が欠かせないが、2021 年度の

男性の育児休業取得率は 13.97％に留まっている。 

よって、令和５年６月に策定されたこども未来戦略方針』に掲げる男性

の育児休業取得率 50％（2025年）、85％（2030年）の目標達成に向け、 

・イクボスの取組の推進や働き方改革による誰もが働きやすい職場環境

づくりの啓発を通じて、企業に対する男性の育児休業取得促進に向け

た対策を強化すること。 

・性的マイノリティの方も含めて、誰もが仕事と暮らしを両立できる環 

境整備が図られ、多様な人材が活躍できるよう、社会全体における固定

的性別役割分担意識の解消に向けた取組を進めること。 
 

 

令和５年７月 14日 
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